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 豊川市では、地域社会の健全な発展を図るために、自治組織を対象に豊川市地区集会施

設建設等事業補助金を設けています。 

 そこで、補助金をご利用いただくための参考として、リーフレットを作成しました。 

                                             

１．対象となる区分 

 （1）集会施設の新築及び増築 

（2）集会施設設置用の土地取得 

 （3）既存の集会施設の空調設備設置 

 （4）既存の集会施設の改修 

（5）放送設備の設置 

 （6）掲示板の設置 
 

２．補助金申請の流れ（上記 (1)、(3)～(6) の事業） 

建設事業実施年度の前年度 

自治組織 豊川市 

①計画書の提出 

（前年度の５月末に連区・町内会へ照会し、 

７月末までに提出依頼） 

 

②計画書を基に補助の対象となるか審査   

      
  

（対象となれば次年度予算へ計上） 

 

建設実施年度 

自治組織 豊川市 

 
②申請書の提出 

※必要書類の詳細は個別に市から送付される文

書や補助金交付要綱で確認してください。 

 
 

（事業着手） 
 

（事業完了） 

④実績報告書の提出 

 
 

⑥補助金請求書の提出 
 

 

（請負業者への支払） 
⑧領収書の写しの提出 

 

①４月中旬に申請書の提出依頼 

（予算化された自治組織対象） 

 

（申請書を基に補助事業内容の審査） 

③交付決定通知の送付 

  

 

 

 

（実績報告書の審査等） 

⑤補助金確定通知書 

 及び請求書様式の送付 

 

（請求書受理） 

⑦補助金支払 

 

（領収書の写し受理） 

 ⑨完了 

地区集会施設建設等事業補助金について 

 

工事施工内容により市職

員が現地にて施工内容の

確認検査を行います。 
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補助金申請の流れ（上記(2)用地取得の場合） 

 

用地取得事業年度の前年度 

自治組織 豊川市 

①計画書の提出 
（前年度の５月末に連区・町内会へ照会し、 

７月末までに提出依頼） 

 

②計画書を基に補助の対象となるか審査   

      
 

（対象となれば次年度予算へ計上） 

 

用地取得年度 

自治組織 豊川市 

 
②申請書の提出 

※必要書類の詳細は個別に市から送付される文

書や補助金交付要綱で確認してください。 

 
 

（土地売買契約及び登記事務に着手） 

 
 

（登記完了） 

⑤実績報告書の提出 

 
 

⑦補助金請求書の提出 
 

 

（相手方への支払） 
⑨領収書の写しの提出 

 

①４月中旬に申請書の提出依頼 

（予算化された自治組織対象） 

 

（申請書を基に 

        補助事業内容の審査） 

③交付決定通知の送付 

  

  

 

 

 

（実績報告書の審査等） 

⑥補助金確定通知書 

 及び請求書様式の送付 

 

（請求書受理） 

⑧補助金支払 

 

（領収書の写し受理） 

 ⑩完了 
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３．区分の内容 

 

 （1）集会施設の新築及び増築 

    自治組織が新たに集会施設を建設する場合又は既存の集会 

   施設を増築する場合に補助金を利用できます。 

 

   

ア．補助額 

    A)新築：実際の新築工事に要した費用、又は新築に係る床面積（その床面積が標準 

床面積※１を超える場合は、標準床面積とする。）に180,000円を乗じて得

た額のいずれか少ない額の２分の１の額（千円未満切り捨て） 

 

   例 150世帯の自治組織が100㎡の集会施設を1,500万円で建設した場合 

 

     実際に要した費用：15,000,000円…① 

     床面積に180,000円を乗じた額：100㎡＞90㎡（標準床面積）×180,000円 

                               =16,200,000円…② 

     よって、②＞①のため15,000,000円 ÷ 2  ＝ 7,500,000円…補助額 

 

   B)増築：実際の増築工事に要した費用、又は増築に係る床面積（増築後の延床面積 

            が標準床面積を超える場合は、標準床面積から増築前の床面積を減じた床面 

積とします。）に180,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の２分の１の

額 

 

   例 150世帯の自治組織が250万円で80㎡の既存の集会施設を100㎡に増築しようと

した場合 

 

     実際に要した費用：2,500,000円…① 

     増築に係る床面積に180,000円を乗じた額：20㎡が増築に係る床面積であるが、 

     標準床面積が90㎡のため90㎡－80㎡の10㎡が上限 10㎡×180,000円 

                              ＝1,800,000円…② 

     よって、①＞②のため1,800,000円 ÷ 2 ＝ 900,000円…補助額 

 
 

  イ．申請に必要な書類 

   ・事業計画書 

   ・収支予算書 

   ・土地使用承諾書の写し（用地が借地である場合のみ） 

   ・登記簿謄本全部事項証明書（土地） 

   ・建築確認通知書の写し 

   ・工事請負契約書の写し 

   ・工事費明細書の写し 

   ・自治組織で集会施設の建設を決定したことを証する書類 

   ・集会施設の使用に関する規約等 
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   ※１標準床面積 

自治組織を構成する世帯数 標準床面積 

１００世帯未満 ７０㎡ 

１００～１９９世帯 ９０㎡ 

２００～２９９世帯 １１０㎡ 

３００～３９９世帯 １３０㎡ 

４００～４９９世帯 １５０㎡ 

５００～５９９世帯 １７０㎡ 

６００～６９９世帯 １９０㎡ 

７００～７９９世帯 ２１０㎡ 

８００～８９９世帯 ２３０㎡ 

９００～９９９世帯 ２５０㎡ 

１，０００世帯以上 ２７０㎡ 

 

  

 

【添付書類の作成にあたって】 

１ 事業計画書：建設場所、敷地面積、建設規模、構造等を記入のうえ提出してくださ 

        い。 

２ 収支予算書：建設資金の内訳が明らかになる予算書を提出してください。 

３ 土地使用承諾書の写し：土地所有者の印のあるもの、又は賃貸借契約を結んでいる

場合は契約書の写しでも可。（土地の所有者については、あ

らかじめよくご確認ください。） 

４ 登記簿謄本全部事項証明書（土地）：土地の所有状況について確認するため提出し 

                    てください。 

５ 建築確認通知書の写し：通知書の写し、通知書に添付する平面図及び案内図の写し

を提出してください。 

６ 工事請負契約書の写し：工事請負契約書の写しを提出してください。 

７ 工事費明細書の写し：工事請負契約の内訳明細書（請負業者が作成したもの）写し

でも可。 

８ 自治組織で集会施設の建設を決定したことを証する書類：総会の議事録の写しを提

出してください。 

９ 集会施設の使用に関する規約等：自治組織で集会施設を管理運営していることを確 

認するため提出してください。 

 

 

 ※注意：１０年以内に集会施設の新築又は増築にかかる補助金、又は１０年以内に既 

存の集会施設の改修にかかる補助金を利用した場合や、他から補償金や賠償

金等の支払いを受けた又は受ける予定がある場合は補助金を利用できません。 
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（2）集会施設設置用の土地取得 

    集会施設を設置するための土地を有しない認可地縁団体が、

２年以内に施設を設置するための用地として土地を取得する

場合に補助金を利用できます。 

 

 
  ア．補助額 

   実際に土地の取得に要した費用、又は標準床面積に当該土地の建ぺい率の逆数を乗 

   じた面積（当該土地の面積が標準床面積※1に当該土地の建ぺい率の逆数を乗じた

面積に満たない場合は、その面積とする。）に当該土地の固定資産税評価額に7分の

10を乗じて当該土地の面積で除した額を乗じた額のいずれか少ない金額の２分の１

(千円未満切り捨て) 

 

   例 150世帯の自治組織が、面積160㎡の土地を2,000万円で購入した場合 

       当該土地の固定資産税評価額1,400万円、建ぺい率60％ 
 

     実際に要した費用：20,000,000円…① 

     標準床面積に当該土地の建ぺい率の逆数を乗じた面積に当該土地の固定資産税 

     評額に7分の10を乗じて当該土地の面積で除した額： 

      150㎡（標準床面積90㎡×100／60） 

       ×125,000円（＝固定資産税評価額1,400万円×10／7÷160㎡） 

                            ＝18,750,000円…② 

 

     よって①＞②のため18,750,000円÷2＝9,375,000円…補助額 

 

   イ．申請に必要な書類 

    ・事業計画書 

    ・収支予算書 

    ・登記簿謄本全部事項証明書（土地） 

    ・固定資産税評価額証明書 

    ・自治組織で集会施設設置用の土地を   

     購入することを決定したことを証す 

る書類 

 
    

※注意：  

①取得した土地は認可地縁団体名義での不動 

産登記をすることが必要です。 

②取得しようとする土地以外に集会所を設置 

することができる土地（現に設置している 

場合も含む。）を地縁団体として有してい 

ないことが条件です。 

自治組織を構成する世帯数 標準床面積 

１００世帯未満 ７０㎡ 

１００～１９９世帯 ９０㎡ 

２００～２９９世帯 １１０㎡ 

３００～３９９世帯 １３０㎡ 

４００～４９９世帯 １５０㎡ 

５００～５９９世帯 １７０㎡ 

６００～６９９世帯 １９０㎡ 

７００～７９９世帯 ２１０㎡ 

８００～８９９世帯 ２３０㎡ 

９００～９９９世帯 ２５０㎡ 

１，０００世帯以上 ２７０㎡ 

 

※１標準床面積 
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 （3）既存の集会施設の空調設備設置 

    自治組織が既存の集会施設に空調設備を設置する場合に補 

   助金を利用できます。 
    

  ア．補助額 

   実際の工事に要した費用の２分の１の額とし、500,000円を限度とします。（千円未

満切り捨て） 

 

   例 120万円で空調設備を設置 

  

     実際に要した費用の２分の１の額：1,200,000円÷2＝600,000円…① 

     上限額：500,000円…② 

 

     よって①＞②のため500,000円…補助額 

 

  イ．申請に必要な書類 

   ・事業計画書 

   ・収支予算書 

   ・登記簿謄本全部事項証明書（建物）又はこれに準じた建物の所有者もしくは管理 

者及び床面積を証する書類 

   ・設置場所図 

   ・平面図 

   ・工事費明細書の写し 

   ・設置機器カタログの写し 

   ・施設所有者の設置承諾書の写し（自治組織所有の場合は不要） 

   ・集会施設の使用に関する規約等 

 
 

 

 

 ※注意：令和元年度より毎年補助金を利用することが可能となりました。 

ただし、 

① 他から補償金や賠償金等の支払いを受けた又は受ける予定がある場合は

補助金を利用できません。 

② 既存の空調設備がある場合、撤去・処分費用は対象になりません。 

③ 過去に当該補助金を利用して設置した空調設備の取り換えについては、

設置後６年を経過していないと再び補助対象になりません。 
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（4）既存の集会施設の改修 

   自治組織が、既存の集会施設のＬＥＤ化やバリアフリー化、

経年劣化などが原因で必要となった改修工事などに、20万円

以上の費用をかけて改修する場合に補助金を利用できます。 
 

  ア．補助額 

    実際に改修工事に要した費用、又は当該地区集会施設の床面積（その床面積が標 

    準床面積※1を超える場合は、標準床面積とする。）に180,000円を乗じて得た額 

のいずれか少ない額の２分の１（千円未満切り捨て） 

  

   例 150世帯の自治組織が、床面積100㎡の集会施設を1,500万円で改修した場合 

     実際に要した費用：15,000,000円…① 

     床面積（その床面積が標準床面積を超える場合は、標準床面積とする。）に 

     180,000円を乗じた額： 

      集会施設の床面積100㎡＞標準床面積90㎡なので90㎡を採用 

      90㎡×180,000円＝16,200,000円…② 

     よって②＞①のため15,000,000円÷2＝7,500,000円…補助額 

   

イ．申請に必要な書類 

   ・事業計画書 

   ・収支予算書 

   ・登記簿謄本全部事項証明書（建物）又は 

    これに準じた建物の所有者もしくは管理 

者及び床面積を証する書類 

   ・改修場所図 

   ・平面図（必要な場合は立面図も含む） 

   ・工事費明細書の写し 

   ・建築確認通知書の写し（必要な場合の 

み） 

   ・施設所有者の工事承諾書の写し 

（自治組織所有の場合は不要） 

   ・耐震改修計画書 

（耐震改修を行う場合のみ） 

   ・集会施設の使用に関する規約等 

・その他市長が必要と認める書類 
    

 

 

※注意：200万円以上の工事で、10年以内に既存の集会施設の改修にかかる補助金を 

利用した場合、又は10年以内に集会施設の新築又は増築にかかる補助金を利 

用した場合や、他から補償金や賠償金等の支払いを受けた又は受ける予定が 

ある場合は補助金を利用できません。なお、畳・襖や家具及び電化製品等の 

備品の購入や修繕は対象外です。 
 

 

自治組織を構成する世帯数 標準床面積 

１００世帯未満 ７０㎡ 

１００～１９９世帯 ９０㎡ 

２００～２９９世帯 １１０㎡ 

３００～３９９世帯 １３０㎡ 

４００～４９９世帯 １５０㎡ 

５００～５９９世帯 １７０㎡ 

６００～６９９世帯 １９０㎡ 

７００～７９９世帯 ２１０㎡ 

８００～８９９世帯 ２３０㎡ 

９００～９９９世帯 ２５０㎡ 

１，０００世帯以上 ２７０㎡ 

  

 

※１標準床面積 
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※ 既存の集会施設の改修工事の対象となる事業一覧 

 

 事 業 の 名 称 

⑴ 雨漏り等による屋根の改修工事に係る事業 

⑵ 床板又は床下の腐食等による改修工事に係る事業 

⑶ 給排水管の老朽化に伴う改修工事に係る事業（水漏れ等による一部修繕は除く。） 

⑷ 外壁塗装改修工事に係る事業 

⑸ サッシ取替え改修工事に係る事業 

⑹ バリアフリーに配慮した改修工事に係る事業 

⑺ 耐震診断又は耐震改修計画に基づく耐震改修工事に係る事業 

⑻ 下水道接続工事又は農業集落排水接続工事に係る事業 

⑼ 合併浄化槽設置工事 

⑽ 省エネルギーを促進する改修工事に係る事業（太陽光発電設備の設置を除く。） 

⑾ 災害等による突発的な損害の復旧改修工事 

⑿ その他市長が必要と認める事業 
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（5）放送設備の設置 

   自治組織が、会員に対し情報を伝達するための放送設備を 

  設置する場合に、補助金を利用できます。 
 

  ア．補助額 

    実際の工事に要した費用の２分の１の額とし、5,000,000円を限度とします。（千

円未満切り捨て） 

 

   例 12,000,000円で放送設備を設置した場合 

 

     実際に要した費用の２分の１の額：12,000,000円 ÷ 2＝6,000,000円･･･① 

     上限額：5,000,000円…② 

 

     よって①＞②のため5,000,000円…補助額 

 

  イ．申請に必要な書類 

   ・事業計画書 

   ・収支予算書 

   ・設置場所図 

   ・土地使用承諾書等の写し 

   ・登記簿謄本全部事項証明書（土地） 

   ・工事請負契約書の写し 

   ・工事費明細書の写し 

   ・自治組織で放送設備の設置を決定したことを証する書類 

   ・設置機器カタログの写し 

 
 

 

 ※注意：１０年以内に放送設備の設置にかかる補助金を利用した場合や、他から補償

金や賠償金等の支払いを受けた又は受ける予定がある場合は補助金を利用でき

ません。 
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※注意：自治組織が建物の屋外に設置し、個人の利益とみなされないもの又は商業に

係る広告用でないもので、原則、自治組織が所有する集会施設の敷地内に設置する掲示

板が補助対象となります。 

（6）掲示板の設置 

   自治組織が、会員に対し情報を伝達するための掲示板を 

  設置する場合に、補助金を利用できます。 
 

  ァ、補助額 

    実際の工事に要した費用の２分の１の額とし、70,000円を限度とします。（千円

未満切り捨て） 

 

   例 200,000円で掲示板を設置した場合 

 

     実際に要した費用の２分の１の額：200,000円 ÷ 2＝100,000円･･･① 

     上限額：70,000円･･･② 

 

     よって①＞②のため70,000円･･･補助額 

 

  イ、申請に必要な書類 

   ・事業計画書 

   ・収支予算書 

   ・設置場所図 

   ・土地使用承諾書等の写し 

   ・登記簿謄本全部事項証明書（土地） 

   ・工事費明細書の写し 

   ・設置機器カタログの写し 
   

 

 


